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別紙

装備品等の研究依頼の業務処理要領

１ 目的

この要領は、防衛装備庁における装備品等研究開発実施要領について（装技計第

１１６５９号。令和５年６月２９日）別紙の第５第１４項に規定された、統合幕僚

監部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊及び情報本部（以下「自衛隊等」とい

う。）からの装備品等研究依頼に関する業務処理を的確かつ円滑に実施するために

必要な事項を定めることを目的とする。

２ 用語の定義

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりと

する。

⑴ 装備品等研究依頼 長期的観点に立脚し、自衛隊等が防衛装備庁に対して行う、

以下に掲げる装備品等に関する研究の依頼をいう。

ア 将来必要と予想される装備品等の運用構想、基本的性能等を策定するための

技術

イ 将来必要と予想される装備品等の研究開発に応用し得る先進の技術

ウ 現有の装備品等の改善を行うために防衛装備庁による技術的課題の解明が必

要となる技術

エ 同号アからウまでに掲げるもののほか、政策的見地等から検討が求められて

いる技術

⑵ 幕僚監部等 統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び

情報本部をいう。

⑶ 組織の長 長官官房装備開発官、長官官房艦船設計官、研究所長及び試験場長

をいう。

３ 自衛隊等からの装備品等の研究依頼

⑴ 技術戦略部長は、幕僚監部等の担当部署及び関係のある組織の長と調整の上、

毎年１月末日までに、自衛隊等からの装備品等研究依頼項目ごとにその目的（又

は必要性）、目標、完了希望時期、成果通知希望時期その他必要な事項を記載し

た装備品等研究依頼を受理することができる。

⑵ 技術戦略部長は、前号の規定により装備品等研究依頼を受理した後に事情の変

更その他の理由により追加又は変更された装備品等研究依頼について、幕僚監部

等の担当部署等及び関係のある組織の長と調整の上、適宜受理することができる。

⑶ 技術戦略部長は、第１号の規定により装備品等研究依頼を受理した場合は、関



係のある組織の長に通知するとともに、プロジェクト管理部長に写しを送付する

ものとする。

⑷ 組織の長は、依頼された装備品等の研究の実施に当たり、毎年４月末日までに

装備品等研究（依頼研究）実施計画・状況通知（別記様式第１）（以下「実施計

画・状況通知」という。）を作成し、技術戦略部長及び関係のある組織の長に送

付するものとする。

⑸ 組織の長は、前号の規定により実施計画・状況通知を送付した後に第２号に規

定する装備品等の研究を依頼された場合は、当該装備品等の研究に関する実施計

画・状況通知を速やかに技術戦略部長及び関係のある組織の長に送付するものと

する。

⑹ 技術戦略部長は、実施計画・状況通知に自衛隊等ごとにまとめた装備品等研究

依頼項目総括表（別記様式第２）（以下「依頼項目総括表」という。）を付して

依頼元の幕僚監部等の担当部署に送付するとともに、プロジェクト管理部長に写

しを送付するものとする。

⑺ 組織の長は、依頼された装備品等の研究の中間成果及び最終成果について、装

備品等研究（依頼研究）成果通知（別記様式第１に説明資料を付したものをいい、

以下「成果通知」という。）を作成し、実施計画・状況通知で定めた成果通知送

付時期の末日の１０日前までに技術戦略部長及び関係のある組織の長に送付する

ものとする。

⑻ 技術戦略部長は、成果通知送付時期までに成果通知を依頼元の幕僚監部等の担

当部署に送付するとともに、プロジェクト管理部長に写しを送付し、必要に応じ

て依頼元以外の幕僚監部等の担当部署に送付するものとする。

⑼ 組織の長は、技術戦略部長と調整の上、必要に応じて適時、依頼元の自衛隊等

に成果通知の説明を行うものとする。

⑽ 組織の長は、依頼された装備品等の研究について、成果通知送付時期の変更等

が必要な場合は、理由を付して技術戦略部長に通知するものとする。この場合に

おいて、技術戦略部長は幕僚監部等の担当部署と調整を行い、その結果について

幕僚監部等の担当部署及び関連する組織の長に通知するとともに、プロジェクト

管理部長に写しを送付するものとする。

４ その他

⑴ 調整会

技術戦略部技術計画官は、自衛隊等からの依頼について、必要に応じて毎年１

２月末までに、依頼の受理に先立って依頼案の調整会を実施するものとする。

⑵ 庶務

調整会の庶務は、技術戦略部技術計画官付計画室において処理する。






